
① 事前アンケート結果、テーマ別の意見・質問共有
② 最近のトピック（各省報道発表資料等）
③ 物流改正法ご質問への回答
④ 全国Ｇメンリレートーク

「各地方運輸局トラック・物流Ｇメンの取組について」
⑤ 参考資料
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東北運輸局におけるトラック・物流Gメンの活動について

＜荷主パトロール（周知啓発）＞ 管内計１３５社訪問
荷主企業が集中している地域を中心にトラック運転者の現状や、トラック・物流Ｇメンの取り組み、昨年６月に成立したトラック
適正化２法による今後の動きなどを周知。（東北管内の各県において、各運輸支局のトラック・物流Ｇメンを中心に実施。）

・東北運輸局・中国運輸局合同パトロール
令和７年９月 中国局 田中課長に来県いただき、仙台市内の物流及び荷主企業に対し荷主パトロールを実施。

・公正取引委員会東北事務所、東北経済産業局と３者合同での荷主パトロール
令和７年11月 取適法所管の公正取引委員会、振興法・下請けGメンを所管している東北経済産業局と連携し、物流

関連の制度周知のほか、取適法・振興法の説明等、物流業界全体の取引適正化について周知。

・東北運輸局・支局合同パトロール
令和８年２月 東北運輸局貨物課、環境物流課、各運輸支局のトラック・物流Ｇメンが集結し、宮城県内の各地区で

一斉にパトロール活動を展開。
制度改正説明及び違反原因行為や是正指導指針、特に今後施行される「適正原価」を踏まえた、各荷主
企業における予算措置への準備等周知。

○パトロールについては、主に最近の制度改正等について荷主企業等へ周知・啓発を中心に実施して
いるほか、「車輪脱落防止街頭点検」に合わせ、トラックドライバーへのGメン制度周知を実施。

○是正指導については、荷主企業・トラック事業者ともにwin･winとなれることに重点を置き、契約内容
や実態の深掘りを丁寧にヒアリングし指導の有無を判断。

・要請 ５件
・働きかけ ５４件
<違反原因行為の割合>
・■長時間の荷待ち 42％
・■契約に無い附帯業務 23％
・■運賃・料金の不当な据置き 18％
・■過積載運送の指示・容認 4％
・■異常気象時の運送依頼 7％
・■無理な運送依頼 6％

公正取引委員会、東北経済産業局との合同パトロール
（出発前の打ち合わせの様子）

ドライバーへの周知
（山形県東根市内）
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今後も関係行政機関との連携したパトロールを継続

関東運輸局トラック・物流Ｇメンの取組みについて

関東運輸局の是正指導件数 勧告： ３件 要請：９４件 働きかけ：７７６件
関東運輸局のパトロール概要 訪問企業数：約１０００社

是正指導件数・パトロール件数について（令和８年２月末時点）

関東運輸局から
• 長時間荷待ちの解消等に対して、荷主が配慮することの重要性を

説明
• 適正な取引環境に向けた取組みについての協力要請 など
公正取引委員会から

• 取適法の施行により、「特定運送委託」が規制の対象取引として追
加となることなど改正内容についての説明や周知 など
労働局から

• トラックドライバーの労働環境改善に向けて、改善基準告示の遵守
に関する協力の要請 など

関係機関との連携の強化（パトロール活動）

◎パトロールの活動について
関係行政機関と連携し、荷主や元請事業者の

営業所を訪問→下記内容の説明等を実施

その他活動について

☆説明会の開催・出前講座の実施
・関東運輸局・関東経済産業局・関東農政局の３局共催で、説明会をオン
ラインで開催。参加者約３００人に対して、トラック・物流Gメンの活動、改
正物効法やトラック適正化二法、持続可能な食品等流通緊急対策事業に
ついて、各局から説明、質疑応答を実施。
・事業者団体向けのトラック・物流Gメンに関する出前講座や適正化二法に
係る（白トラ利用の厳格化含む）説明会等も積極的に実施している。

ラジオ番組 トラック王国の 「 Boo！Boo！Boo！」へ藤田関東運輸局
長がゲスト出演。
トラック・物流Gメンの活動、物流の２０２４年問題等、暮らしに直結する
課題や関東運輸局の取組などについて、ラジオリスナー対して自ら周知・啓発
を図った。
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【機密性２】

20260319貨物課_トラック・物流Gメン活動資料_１年間貨物課

北陸信越運輸局活動実績（R5.7-R8.2まで）

是正指導件数（働きかけ・要請）

働きかけ/１８７件

要請/５件

＊ 数値は２０２６年（令和８年）２月末時点のもの

荷主パトロール実施件数

荷主訪問/１８９社

トラックドライバー等への周知活動実施件数

SA・PA等/７回

道の駅・トラックステーション等/４回
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【聴き取り調査の様子】

【中部運輸局】トラック・物流Ｇメンによる活動について

高速道路のSA・PA、トラックステーション等において、

公正取引委員会及び適正化実施機関のGメン調査員
と連携して、トラックドライバーに対して、荷主等による
違反原因行為に関する聴き取り調査を実施。

是正指導（働きかけ・要請）の実施

要請 ： １９件（荷主 ９、元請 ８、その他 ２）

働きかけ：３５４件（荷主２６１、元請６９、その他２４）

54%
21%

10%

6%
6% 3%

長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

無理な運送依頼

過積載運送の指示・容認

異常気象時の運送依頼

【違反原因行為の割合】

トラック運送事業者へのプッシュ型情報収集にて入手した情報をもと

に、適正な取引を阻害する疑いのある荷主等に対して「働きかけ」
及び「要請」を実施。

中部運輸局

トラックドライバーへの聴き取り調査の実施

違反原因
行為件数

聴き取り人数実施場所
地域・
回数

33件163人名古屋TS、岡崎SA等
愛知県
6回

16件85人浜松TS、牧之原SA等
静岡県
3回

11件96人養老SA、恵那峡SA等
岐阜県
4回

17件132人亀山TS、鈴鹿SA等
三重県
4回

4件33人南条SA、道の駅みくに等
福井県
3回

2件54人尼御前SA
石川県
1回

荷主等パトロールの実施（啓発活動）

訪問拠点数地域

272か所愛知県

81か所静岡県

92か所岐阜県

98か所三重県

37か所福井県

580か所管内合計

荷主等の営業所、物流拠点を訪問し、物

流の２０２４年問題等に関する啓発を実施。

また、働きかけを行った荷主等にも訪問し、

物流効率化等の取組について聴き取りを実

施。関係行政機関等と連携して活動を展開。

【パトロールの様子】 113



近畿運輸局での取組内容

○トラックGメン発足当初から現在（R5.7～R8.2末）までの活動実績

働きかけ： ３０８件
要請 ： ３７件
⇒ 計３４５件の法的措置を実施

■近畿運輸局実施の是正指導件数■近畿運輸局の荷主等パトロール訪問件数
⇒ 計2,687件の事業者訪問を実施

○荷主企業の本社に対する荷主パトロール

・近畿運輸局管内に本社がある荷主等に対してアポ取りのうえ訪問。
物流に関する現状や問題のヒアリングを行うと共に、
違反原因行為の啓発や改正トラック法の説明を実施。

・各支店・工場を含め全社的にトップダウンでの周知を依頼。
一部、物流子会社等も同席するなど計28社を訪問。

○是正指導後の荷主等へのフォローアップ

・文書発出を実施した荷主等に対してアポ取りのうえ訪問。
・荷主側の取組・意見をヒアリングし、問題点を助言。
・情報提供と荷主側意見に齟齬がある場合は情報を蓄積し、
今後の情報提供に反映させ対応を検討。

・令和８年２月末日時点で計３３件を訪問。

荷主企業の本社に対する荷主パトロール
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荷主等への是正指導等を通じて把握した事例紹介

〇対象事業者：機械メーカー系物流事業者（発荷主）
〇発 生 場 所：近畿運輸局管内
〇経 緯：トラック・物流Gメンが運送会社（１次請け）にアポなし訪問し聴取

●近畿運輸局による是正指導実施。発荷主へヒアリング
•運賃交渉について、ここ数年は全ての契約運送会社に対して、逆に荷主から値上げを提案し実施している。
荷主側で一定の計算方式に基づいた原価の計算で値上げ示し、それでも不十分な場合は、個別に交渉の機会を設
けている。

•直接契約している元請け会社について値上げ実施しているが、元請け会社の更に下に入っている下請け会社は
荷主と直接の契約関係にないため、その値上げが下請けにまで反映されているかは把握していない。

【解決に向けて】
・荷主の下請会社に向けた積極的な情報収集。下請け会社への運賃反映について、元請けにアンケート実施を予定。
・元請会社内でも、荷主運賃交渉の担当と下請会社の窓口担当の部署間で情報共有ができていない可能性があり、
担当部署間での確実な情報共有を指示。

元請けの運送会社から機械運送の仕事を
もらっている。元請けを通じて荷主に運賃交
渉してもらっているが、元請けもずっと値上げ
に応じてもらえていない状況らしく。当社の値
上げも実現されていない

荷主に対して値上げを交渉をお願いします。

荷主にお願いをし
ているが、うちも
運賃を上げてもら
えないので、我慢
して欲しい。

（１次請け） （１次請け） （元請け）

運賃・料金の不当な据置き
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是正指導

荷主等パトロール

オンライン説明会

要請件数 12件

実施数約 2,200箇所（延べ）

参加者約 13,000名（延べ）
• 毎月１回実施（これまで32回実施済）
• トラックGメンの業務、違反原因行為、標準的な運賃、トラック物流問題、

物流効率化に向けた取組事例などを説明
• 令和6年12月からは「国土交通省」主催のオンライン説明会に位置づけ

を更新 (運営は引き続き中国運輸局が事務局となり担当。)

• トラックGメン制度、違反原因行為、トラック物流問題の説明
• オンライン説明会への参加案内
• 運賃交渉には真摯に対応するよう依頼
• 荷待ち・附帯作業等について現認した場合は現地にて指摘

• 疑いのある違反原因行為：恒常的な長時間の荷待ち発生
• 働きかけの内容：文書交付、ヒアリングにより事実確認
• 今後、適宜、フォローアップ予定

※実績：R8.3.19現在

働きかけ件数 174件

中国運輸局トラック・物流Ｇメンの活動状況
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管内各地方行政機関と連携した取組み

中国経済産業局中国運輸局 中国四国農政局

広島労働局

公正取引委員会中国支所

改正物流効率化法の安定的な施行を目的として中国運輸局、中国経済産業局、中国四国農政局が協力のうえ説明会を開催。オン
ラインのほか、広島中央卸売市場など荷主関係者に向けたリアルの説明会も実施。

合同説明会の実施

担当者登壇による説明

「物流特殊指定」「下請法」「フリーランス
法」について

荷主やトラック事業者に対する直接のアプローチ
岡山労働局
「荷主特別対
策担当官」と
連携した荷主
訪問活動

本四高速
道路㈱と連
携したSAで
の周知活動

中国経済産
業局「下請Ｇ
メン」とのトラッ
ク事業者向け
合同ヒアリング

公取中国
支所下請
課との荷主
向け合同パ
トロール

「改善基準告示」について

(写真はイメージ) 117
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九州運輸局 トラック・物流Gメンによる活動実績

１．違反原因行為の疑いのある荷主への是正指導件
数

３．「是正指導指針」の周知活動を強化

実施した是正指導の累計 （R1.7～R８.2）

２．荷主パトロールの実施件数（Ｒ８．２末時点）

働きかけ要請

２９２件８件

1…

3…

0

100

200

300

400

令和６年度 令和７年度

荷主パトロール実施

件数

指針を確認いただくことで、自主的な改善等に繋げ
ることを目的として、 荷主パトロールや、説明会等の
際に、参加者に対して「是正指導指針」の周知を積極的
に実施。ハコベル（株）様のウェビナーでも是正指導指
針の解説をさせていただきました。

４．九州運輸局・管内運輸支局 合同荷主パトロール

３月１７日、九州運輸局、管内全運輸支局（福岡、佐賀、
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）及び公正取引委員会、
福岡県トラック協会のＧメン調査員が合同で、福岡県
内の物流企業の集積するエリアを中心に、荷主パト
ロールを実施しました。
訪問先では、Ｇメン制度・関係法改正の周知啓発活
動を行い、ご対応いただいた企業との意見交換を実
施しました。

３月１７日 合同荷主パトロールによる訪問件数 ５９件
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内閣府
沖縄総合事務局

是正指導（働きかけ・要請）の実施

トラック・物流Ｇメンによる活動について

過積載街頭取締り・軽油抜取り街頭検査
での聴き取り調査の実施

要 請： １件 荷主 1

働きかけ： 12件 荷主 ８、元請 ３、その他 １ 34%

33%

33%

0%
0%

0%

長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

無理な運送依頼

過積載運送の指示・容認

異常気象時の運送依頼

【違反原因行為の割合】

荷主等パトロールや各種説明会での啓発
活動の実施

「過積載街頭取締り」「軽油抜取り街頭検査」に併せて、当局総務部
公正取引課や適正化実施機関のＧメン調査員と連携し、トラックドラ
イバーへの荷主等による違反原因行為に関する聴き取り調査を実
施しました。

荷主事業者や運送事業者等を訪問し、取引環境の適正化につい
ての啓発活動や働きかけを実施した事業者への改善状況等の確
認を行った。また、関係行政機関と連携し各種説明会において
トラックＧメン活動の説明や目安箱等への情報提供の呼びかけ
を実施しました。

聴き取り調査、パトロール、説明会等では
目安箱のＱＲコードを印刷しているポケットティッシュを配布

過積載街頭取締の様子 軽油抜取り街頭検査の様子 合同荷主パトロールの様子 ３部合同説明会の様子 120


